千葉表示登記協議会議事録抜粋

平成２８年２月１７日（水）協議内容
【協議事項】
　不動産登記規則第９３条ただし書の不動産登記調査報告書について
改訂版の調査報告書について下記事項を確認したく考えます。
（１）所有権登記名義人等の記載欄に連絡先（電話番号等）の欄がありますが，個人情報保護等の観点から，作成者においては連絡が可能なことを示す様に「確認済み」等の記載にとどめたく考えますが如何でしょうか。
（回答）意見のような記載がされた場合や空欄であっても補正を求めることはしない。

[bookmark: _GoBack]（２）隣接地等の記載については，以前に御指摘を頂いているとおり，北側から右周り等の一定の基準を持って記載するのが適切と考えますが如何でしょうか。
（回答）貴見のとおりで差し支えない。

（３）06章の資料・証言・事実等の分析について，備付け地積測量図の記載は作成年月日，求積方法，分析や利用の結果を記載すればよく，当該地積測量図の作成者の記載は不要と考える。
　　また,地積測量図は残地求積地であっても地積測量図は存在するとし，分析結果で残地求積地である等の記載をするべきと考えますが如何でしょうか。
（回答）貴見のとおりで差し支えない。

（４）建物滅失等の登記について，06章の資料・証言・事実等の分析欄を利用し，抵当権者等への確認を行った事項を記載するのが好ましいと考えますが如何でしょうか。
（回答）貴見のとおりで差し支えない。

（５）土地についての07章で現地の状況の記載欄で，筆界の各点について杭の状況や遠景・近景の写真を記載する為の欄があるが，筆界点が多数ある等の事情がある場合は，別紙を用いてほぼ同様の記載ができていれば良く，全ての点について写真（遠景・近景）を義務付けるものではないと考えますが如何でしょうか。
（回答）貴見のとおりで差し支えないが，できるだけ現地の状況を判断できる写真を添付していただきたい。

（６）本人確認方法の欄に「運転免許証」や「個人番号カード」の記載が新設されたが，前記書類での本人確認を義務付けるものではないと考えますが如何でしょうか。
（回答）貴見のとおりで差し支えない。

平成２８年７月２０日（水）協議内容
【協議事項】
実地調査後に求められる調査報告書への追記について
申請した登記に関して，法務局において実地調査がなされた後に，この実地調査の内容に基づき調査報告書への追記を求められることがありますが，調査報告書は，土地家屋調査士が調査した内容を記載するものであることから，実地調査後に求められる調査報告書への追記は，適切ではないと考えますがいかがでしょうか。
（回答）貴見のとおりと考える。ただし，明らかな記載の誤りについては，訂正が必要であると考える。

【要望事項】
法務局から（調査報告書について）
(1)    改訂された調査報告書については，改訂の趣旨を十分理解した上で，活用してもらいたい。
(2)    02章「調査した土地」の欄には，申請地及び隣接地に関する記載が必要となるが，隣接地に関する記載がされていないものが見受けられるので遺漏のないよう注意してもらいたい。
(3)    03章「所有権登記名義人」の欄には，本人確認方法として，「運転免許証」，「個人番号カード」等が示されていることより，「法務局からの要請」という理由で，立会人に対してこれらの提示を求める会員がおり，これに関して法務局に問合せがきている。この点について，「運転免許証」，「個人番号カード」以外の方法による本人確認も認められるものであり，これまでの取扱いが変更されたものではないため十分注意してもらいたい。
(4)    07章「現地の状況」の欄には，境界点の画像情報として，１か所につき遠景及び近景が例示されているが，必ずしも２点の画像情報を求めるものではない。また，別紙として，調査素図等に画像を貼り付けて添付する方法なども認められている。
　なお，提出された調査報告書に記載された内容及び画像情報等によって，現地の状況が問題なく確認できる場合は，実地調査を省略できる場合もあると考えている。
(5)    従前の調査報告書には，各項目ごとに「特記事項」又は「報告事項」欄があったが，改訂された調査報告書には，「補足・特記事項」欄として，土地については第10章，建物については第08章の１か所のみとなったため，報告すべき事項等については，全てこの「補足・特記事項」欄にできるだけ具体的に記載してもらいたい。





平成２９年２月１日（水）協議内容
　土地　　
01章 申請番号欄への記録
申請地の土地の数ではなく，連件で申請する場合の番号として付番してもらいたい。
02章 調査した土地
(1）申請地のみでなく，調査を行った隣接の土地についても記録してもらいたい。
(2) 利用状況の欄には，その土地の具体的な用途を記録してもらいたい。
　（駐車場，資材置き場等）
03章　所有権登記名義人等
(1）登記名義人の住所は，登記記録と異なる場合のみ記録してもらいたい。
(2) 住所変更を確認した際には，確認方法を記録してもらいたい。
(3) 本人確認欄における「面識有り」については，具体的な状況を記録してもらいたい。
(4) 立会人の連絡先欄について，個人情報に関する問題として電話番号を記録できない場合は，「当職を通じて連絡可能」等を記録してもらいたい。
06章　資料・証言・事実等の分析
既提出済の地積測量図と整合しない場合は，その理由等を記録してもらいたい。
07章  現地の状況
合筆登記の申請において，画像情報が添付されていない場合があるので，現況地目が一致していることを確認するためにも，画像情報を添付してもらいたい。
10章  補足・特記事項
新様式には，合筆登記における合併制限の記載欄がないため，10章に「現況地目も一致している」等，合併制限に抵触しないことを確認した旨を記録してもらいたい。

建物　　
07章　現地の状況
(1）階段室の項目では「無」となっているが，床面積には「算入」となっている事例が見受けられるので確認してもらいたい。
(2）実地調査の省略を可能とするためには，現地の状況が判断できる画像情報を添付してもらいたい。
（地袋，小屋裏，吹抜けに関する部分等）

　　旧様式に存した報告事項について，新様式に該当する項目欄がない場合は，土地については第10章，建物については第08章の補足・特記事項欄に記載してもらいたい。

平成３０年２月７日（水）協議内容
　土地について，第３章の本人確認の方法についてであるが，立会人と所有権の登記名義人との関係について，きちんと確認をしているのか疑問に感じることが多々ある。どのような関係にあるのかが理解できるような記載を徹底してもらいたい。
　また，第６章の地積測量図と不整合の場合についてであるが，どこが不整合なのかの説明がされていないケースが見受けられる。詳細な説明を付していただきたい。
　次に，筆界確認書への奥書についてであるが，３・４年くらい前に取扱いの変更を行い，まとめて調査報告書に記載することになったが，その記載を忘れているものが見受けられるので注意願いたい（実地調査要領第１０条第２項及び別紙第９号様式参照）。

